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序　
　

文

　
京
都
府
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
三
年
三
月
に
「
第
２
期
京
都
府
教
育
振
興
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、「
め
ま
ぐ
る
し

く
変
化
し
て
い
く
社
会
に
お
い
て
、
変
化
を
前
向
き
に
と
ら
え
て
主
体
的
に
行
動
し
、
よ
り
よ
い
社
会
と
幸
福
な
人
生
を
創
り
出
せ
る
人
」

を
育
成
す
る
た
め
に
、
推
進
方
策
の
一
つ
と
し
て
「
文
化
振
興
と
文
化
財
の
保
存
・
継
承
・
活
用
」
を
定
め
ま
し
た
。「
府
内
各
地
の
文
化

財
が
、
地
域
で
愛
さ
れ
、
誇
り
と
し
て
適
切
に
保
存
・
継
承
さ
れ
て
」
い
る
こ
と
を
将
来
像
に
、
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
文
化
財
を
守
り

伝
え
て
い
く
環
境
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

文
化
財
に
は
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
理
解
し
、
地
域
の
未
来
を
考
え
て
い
く
上
で
も
大
変
重
要
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
重
要
性

が
認
識
さ
れ
、
地
域
に
愛
さ
れ
、
誇
り
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
地
域
の
文
化
財
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

本
誌
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
付
け
で
本
府
が
指
定
し
た
六
件
の
文
化
財
の
紹
介
と
、
登
録
を
し
た
暫
定
登
録
文
化
財
三
十
五
件

の
一
覧
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
建
造
物
や
絵
画
・
彫
刻
な
ど
の
美
術
工
芸
品
か
ら
無
形
文
化
財
や
史
跡
に
至
る
ま
で
府
内
の
多
様
で
貴
重

な
文
化
財
を
発
信
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

刊
行
に
当
た
り
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
各
文
化
財
所
有
者
と
関
係
機
関
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
誌
が
京
都
の
歴

史
や
文
化
を
御
理
解
い
た
だ
く
上
で
の
一
助
と
な
り
、
府
内
の
文
化
財
の
保
存
と
活
用
に
役
立
て
ば
幸
い
で
す
。

令
和
六
年
二
月　
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凡
例

一
、
本
図
録
に
は
、
令
和
四
年
度
の
京
都
府
指
定
・
暫
定
登
録
文
化
財
等
を
収
め
て
い
る
。

二
、
掲
載
の
順
序
は
、
建
造
物
を
は
じ
め
に
種
別
ご
と
と
し
た
。

三
、
本
文
の
掲
載
は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
し
た
。

　
　

名
称　

員
数

　
　

所
在
地
の
住
所

　
　

所
有
者

　
　

法
量
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）・
構
造
形
式
等

　
　

時
代

　
　

説
明

四
、
本
文
は
令
和
四
年
度
に
京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課
が
作
成
し
た
調
書
を
も
と
に

　
　

編
集
し
た
。
ま
た
、
各
文
末
に
執
筆
者
名
を
明
記
し
た
。

鉄造薬師如来坐像（亀岡市）

遠山家文書（亀岡市）

荒井神社本殿（南丹市)　

絹本著色虎図
（京都市上京区)

絹本著色双鶴図
（京都市東山区)

加藤家文書（宮津市)
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こ
れ
ま
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刊
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れ
た
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京
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の
文
化
財
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守
り
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な
の
文
化
財
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、
京
都　
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文
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課
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ム
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す
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http://w
w
w.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/



5

建
造
物

荒
井
神
社
本
殿

一
棟
（
指
定
）

構
造
形
式

　

一
間
社
流
造
、
檜
皮
葺

　
　

附　

覆
屋　

一
棟

　
　
　
　
　

桁
行
正
面
一
間
背
面
四
間
、
梁
行
四
間
、
一
重
、
切
妻
造
、
鉄
板
葺

　
　
　
　
　

板
札　

二
枚

　
　
　
　
　
　

上
葺
永
正
十
六
年
己
卯
九
月
八
日
の
記
が
あ
る
も
の　

一

　
　
　
　
　
　

上
葺
明
暦
三
丁
酉
九
月
二
十
四
日
の
記
が
あ
る
も
の　

一

　
　
　
　
　

棟
札　

二
枚

　
　
　
　
　
　

永
禄
九
年
十
月
吉
日
の
記
が
あ
る
も
の　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　

大
正
二
年
十
月
十
八
日
の
記
が
あ
る
も
の　
　
　
　
　

一

建
立
年
代　
　
一
五
世
紀
後
期

説　
明

　

荒
井
神
社
は
、
南
丹
市
の
南
部
、
大
堰
川
と
園
部
川
の
合
流
地
点
北
部
一
帯
を
占
め
る
旧
神
田

村
の
北
西
に
所
在
し
、
神
宮
寺
で
あ
っ
た
西
光
寺
に
隣
接
す
る
。
創
建
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、『
日

本
三
代
実
録
』
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
一
〇
月
九
日
の
条
に
「
丹
波
国
荒
井
神
」
と
し
て
従
五
位

下
を
授
け
ら
れ
た
旨
の
記
述
が
あ
る
。
祭
神
は
、
荒
魂
神
を
祀
る
。

　

境
内
地
は
、
南
側
の
前
面
道
路
に
面
し
て
石
鳥
居
が
建
ち
、
左
右
に
玉
垣
を
廻
す
。
鳥
居
か
ら

北
に
向
か
っ
て
延
び
る
参
道
正
面
に
拝
殿
が
建
ち
、
そ
の
奥
に
本
殿
が
設
け
ら
れ
る
。

　

南
丹
市
八
木
町
美
里
荒
井

　
　
　

宗
教
法
人　

荒
井
神
社

　

本
殿
は
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
建
設
の
覆
屋
内
に
建
つ
一
間
社
流
造
で
、
内
部
は
梁
行
前

寄
り
に
間
仕
切
り
を
設
け
て
内
陣
と
外
陣
に
区
画
す
る
。
身
舎
の
正
側
面
に
切
目
縁
と
組
高
欄
を

廻
ら
せ
、
側
面
後
方
に
脇
障
子
を
設
け
る
。
正
面
に
木
階
七
級
を
据
え
、
庇
部
分
に
は
浜
床
を
備

え
る
。
身
舎
は
礎
石
上
に
丸
柱
を
立
て
、
長
押
等
で
固
め
る
。
庇
は
面
取
角
柱
と
し
、
上
部
は
頭

貫
で
固
め
る
。
身
舎
は
三
斗
枠
肘
木
組
、
庇
は
連
三
斗
組
で
、
身
舎
と
庇
組
物
上
を
虹
梁
で
繋
ぐ
。

身
舎
正
側
面
の
中
備
は
板
蟇
股
だ
が
、
正
面
の
も
の
は
後
補
で
あ
る
。
軒
は
身
舎
・
庇
と
も
二
軒

繁
垂
木
で
、
妻
飾
は
虹
梁
豕
扠
首
と
す
る
。
屋
根
は
檜
皮
葺
で
、
軒
付
は
一
重
、
箱
棟
の
両
端
に

は
鰭
付
き
の
鬼
板
を
置
く
。
柱
間
装
置
は
、
身
舎
正
面
を
格
子
戸
三
枚
建
て
と
し
、
そ
の
他
を
横

嵌
板
壁
と
す
る
。
内
外
陣
境
は
板
唐
戸
を
設
け
る
。
天
井
は
、
外
陣
を
鏡
天
井
と
す
る
。
床
は
拭

板
敷
で
、
内
陣
の
床
は
外
陣
よ
り
一
段
上
げ
る
。
ま
た
、
内
陣
は
全
体
を
胡
粉
塗
と
し
、
そ
の
他

は
弁
柄
塗
を
基
本
と
し
た
塗
装
を
施
す
。
な
お
、
身
舎
の
内
法
長
押
及
び
板
蟇
股
、
庇
の
頭
貫
木

鼻
に
は
、
彩
色
の
痕
跡
が
残
る
。

　

本
殿
の
建
立
年
代
は
、
様
式
技
法
や
板
札
等
の
記
述
か
ら
一
五
世
紀
後
期
に
遡
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
枠
肘
木
や
庇
の
角
柱
な
ど
に
大
き
く
面
を
取
る
こ
と
、
破
風
板
に
大
き
な
反
り
を
つ
け

る
こ
と
、
部
材
に
槍
鉋
の
痕
跡
が
残
る
こ
と
な
ど
、
中
世
に
遡
る
神
社
本
殿
建
築
と
し
て
の
特
徴

を
持
つ
。

　

本
殿
に
関
係
す
る
資
料
と
し
て
は
、
永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）、

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
板
札
及
び
棟
札
が
残
さ
れ
て
い
る
。
永

正
一
六
年
の
板
札
に
は
、
檜
皮
葺
の
葺
き
替
え
が
行
わ
れ
た
こ
と
や
、
寄
進
者
名
と
そ
の
内
容
、

遷
宮
儀
式
に
関
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
永
禄
九
年
の
棟
札
に
は
大
工
名
の
み
が
記
さ
れ
、
大
き

さ
や
加
工
状
況
か
ら
も
社
殿
建
立
の
棟
札
と
は
考
え
に
く
い
。
修
理
内
容
は
判
然
と
し
な
い
も
の

の
、
木
部
修
理
が
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
明
暦
三
年
の
板
札
に
は
「
六
本
ノ
柱	

長
押	

組
物	

板
敷
残
シ
其
外
皆
新
仕
也
」
と
あ
る
。
身
舎
の
丸
柱
四
本
と
庇
の
角
柱
二
本
、
長
押
や
組
物
等
の

主
体
部
は
残
し
た
上
で
、
屋
根
葺
替
と
軒
廻
り
・
縁
廻
り
を
中
心
と
し
た
大
規
模
な
修
理
が
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
軒
廻
り
は
、
垂
木
の
ほ
と
ん
ど
が
取
り
替
え
ら
れ
た
が
、
背
面
側
の
地
垂

木
の
一
部
に
旧
の
打
越
垂
木
や
支
外
垂
木
が
転
用
さ
れ
て
い
る
。
大
正
二
年
の
棟
札
に
は
「
御
内
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陣
新
調
シ
奉
リ
御
神
体
ヲ
奉
安
」
し
た
と
記
さ
れ
る
ほ
か
、
社
蔵
の
勘
定
帳
の
記
述
か
ら
檜
皮
葺

の
部
分
的
な
修
理
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
覆
屋
に
は
文
久
元
年
の
棟
札
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
頃
に
本
殿
正
面
の
木
階

や
浜
床
の
修
理
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

近
年
で
は
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
に
本
殿
が
京
都
府
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
、
平
成

二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
は
本
殿
の
屋
根
葺
替
・
部
分
・
塗
装
修
理
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
に
行

わ
れ
た
彩
色
調
査
の
結
果
を
基
に
、
塗
装
を
復
旧
し
た
。

　

以
上
の
と
お
り
、
荒
井
神
社
本
殿
は
、
丹
波
地
域
に
お
け
る
神
社
本
殿
の
う
ち
、
室
町
時
代
に

遡
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
残
る
室
町
時
代
建
立
の
神
社
本
殿
は
、
組

物
を
三
斗
組
と
し
、
身
舎
庇
間
の
繋
梁
を
水
平
梁
、
妻
飾
を
豕
扠
首
と
す
る
な
ど
の
傾
向
が
あ
る

が
、
荒
井
神
社
本
殿
も
同
様
の
地
域
的
特
色
を
持
つ
建
物
で
あ
る
。
ま
た
、
庇
の
頭
貫
木
鼻
が
肘

木
形
か
ら
絵
様
繰
形
へ
と
移
り
変
わ
る
早
い
事
例
と
考
え
ら
れ
、
丹
波
地
域
の
神
社
本
殿
の
様
式

や
細
部
意
匠
の
変
遷
を
知
る
上
で
も
重
要
な
遺
構
と
し
て
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
中
世
か
ら
近

代
に
か
け
て
の
修
理
の
経
過
を
板
札
等
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
永
正
の
板
札
は
遷
宮
儀

式
や
寄
進
の
状
況
が
分
か
る
中
世
の
貴
重
な
史
料
で
あ
っ
て
、高
い
歴
史
的
価
値
を
有
し
て
い
る
。

（
山
田　

真
美
）

　

境内配置図

平面図
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本殿　正面

拝殿及び本殿覆屋　全景
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史
料　
永
正
一
六
年
板
札
（
永
正
十
六
年
九
月
の
記
が
あ
る
も
の
）　

高
二
一・五
糎　
幅
六
九・八
糎　
厚　
一・四
糎　
材
質
ヒ
ノ
キ
、
板
目
、
槍
鉋
仕
上

本殿妻飾 本殿庇の頭貫木鼻

表

裏
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絹
本
著
色
虎
図　
陶
佾
筆　
　
　
　
　

一
幅
（
絵
画
・
指
定
）

京
都
市
上
京
区

宗
教
法
人　

報
恩
寺

美
術
工
芸
品

法　
　
量　
　

縦
一
六
一
・
〇　

横
一
〇
一
・
五

品
質
構
造　
　

絹
本
著
色
、
掛
軸
裝
、
一
副
一
鋪

記　
　
録　
　

　
（
画
面
左
上
）　

直

　
　
　
　
　
　

仁
智
殿
四
明
陶
佾
写
「
一
山
」（
朱
文
方
印
）「
四
明
陶
氏
列
卿
」（
朱
文
方
印
）

図　
　
様　
　
　

　

一
副
一
鋪
の
大
き
な
料
絹
に
一
匹
の
虎
が
川
で
水
を
飲
む
姿
を
描
く
。
画
面
右
中
程
か
ら
最
下

部
に
か
け
て
左
右
に
折
れ
な
が
ら
奥
か
ら
手
前
へ
流
れ
る
渓
流
を
描
く
。
画
面
左
下
に
岩
と
植
物

を
描
き
、
そ
の
上
に
虎
が
い
る
川
辺
が
形
成
さ
れ
る
。
虎
は
画
面
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
、
体
全

体
を
屈
め
て
川
の
水
を
飲
む
姿
勢
を
と
る
。
虎
の
後
方
に
は
左
か
ら
右
上
へ
樹
幹
を
伸
ば
す
松
が

二
本
描
か
れ
、
そ
の
松
の
枝
に
は
鵲
が
二
羽
止
ま
っ
て
い
る
。

　

描
写
は
土
坡
や
岩
を
墨
で
描
き
、
松
樹
や
植
物
も
墨
で
輪
郭
や
樹
皮
の
表
現
を
描
い
た
後
、
緑

色
や
黄
色
、
朱
色
な
ど
で
淡
彩
が
施
さ
れ
て
い
る
。
松
葉
は
一
本
一
本
を
墨
や
緑
色
で
施
す
。
点

苔
は
墨
の
み
で
表
す
。
水
流
は
淡
墨
と
淡
い
青
色
が
認
め
ら
れ
る
。
虎
は
墨
、
茶
色
、
白
色
の
三

色
の
毛
描
き
に
よ
っ
て
身
体
の
模
様
を
描
く
。
顔
貌
に
は
鼻
先
や
目
な
ど
に
淡
墨
の
輪
郭
線
が
用

い
ら
れ
る
。
目
は
目
尻
と
目
元
の
肉
を
白
色
と
朱
色
で
表
し
、
目
玉
の
上
瞼
に
掛
か
っ
て
い
な
い

部
分
を
墨
の
輪
郭
線
で
囲
み
、
そ
の
内
側
を
緑
色
か
ら
黄
色
、
朱
色
へ
と
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ

う
に
描
き
、
瞳
の
周
囲
を
白
く
抜
い
て
墨
の
瞳
を
点
じ
、
さ
ら
に
黒
い
瞳
の
上
に
僅
か
に
緑
色
を

刷
く
。
鼻
先
は
朱
色
を
斑
状
に
入
れ
、
さ
ら
に
地
色
の
部
分
に
朱
色
を
点
じ
て
い
る
。
舌
の
表
面

も
朱
色
で
描
い
た
上
に
さ
ら
に
濃
い
朱
色
を
点
ず
る
。
歯
や
爪
は
白
色
を
施
す
。
樹
上
の
鵲
は
足

を
墨
線
で
描
き
、
腹
を
白
色
の
毛
描
き
で
先
端
だ
け
墨
を
入
れ
て
い
る
。
胸
か
ら
頭
部
に
か
け
て

は
墨
で
描
き
、
目
の
周
り
を
白
く
抜
い
て
目
玉
は
墨
の
輪
郭
線
の
内
側
に
朱
色
と
淡
墨
を
入
れ
、

瞳
を
墨
で
点
ず
る
。
嘴
は
墨
の
輪
郭
線
の
内
側
に
淡
い
緑
色
を
塗
る
。
背
中
の
羽
は
白
緑
色
に
墨

で
羽
の
形
を
表
す
。

保
存
状
態　

	　

　

経
年
の
劣
化
に
よ
り
、
画
面
に
多
く
の
折
れ
が
み
ら
れ
、
特
に
画
面
中
央
に
縦
方
向
の
折
れ
が

集
中
し
、
折
れ
山
か
ら
の
料
絹
の
欠
失
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
当
初
の
描
写

が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
後
世
の
大
き
な
補
筆
は
認
め
ら
れ
な
い
。

伝   　
来　
　
　

　

報
恩
寺
の
創
建
は
不
詳
で
あ
る
が
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
に
後
柏
原
天
皇
の
綸
旨
に
よ
り

慶
誉
上
人
を
迎
え
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
再
興
し
た
。
そ
の
際
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
仏
牙

舎
利
や
袈
裟
、
仏
像
な
ど
と
と
も
に
本
作
も
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
。

　

豊
臣
秀
吉
が
本
作
を
報
恩
寺
か
ら
聚
楽
第
に
持
ち
帰
っ
た
夜
に
鳴
い
て
眠
れ
な
か
っ
た
と
い
う

逸
話
が
『
都
名
所
図
会
』
巻
一
（
安
永
九
年
［
一
七
八
〇
］）
等
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
報
恩
寺

に
本
作
が
あ
る
こ
と
は
江
戸
時
代
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

時　
　
代　
　

明
時
代

説　
　
明　
　
　

　

京
都
市
上
京
区
の
報
恩
寺
に
伝
来
し
た
明
時
代
の
画
院
画
家
陶
佾
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
絹
本
著

色
の
絵
画
で
あ
る
。

　

本
作
は
い
わ
ゆ
る
「
飲
泉
」
の
姿
勢
の
虎
を
描
く
明
時
代
の
画
家
名
の
わ
か
る
基
準
的
作
例
と

し
て
重
要
な
価
値
を
有
す
る
。
本
作
は
、「
直　

仁
智
殿
四
明
陶
佾
写
」
の
落
款
と
、「
一
山
」「
四

明
陶
氏
列
卿
」
の
二
つ
の
印
章
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
明
時
代
に
活
躍
し
た
寧
波
出
身
の
画
院
画

家
陶
佾
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
古
画
備
考
』
で
は
、「
朝
鮮
書
画
伝
」
の
と
こ
ろ
に
陶
佾

の
名
が
見
え
る
が
、『
鄞
縣
志
』
な
ど
の
中
国
の
地
方
誌
に
は
そ
の
名
が
載
り
、
字
は
一
山
、
画

虎
が
尤
も
精
妙
で
、
弘
治
年
間
（
一
四
八
八
～
一
五
〇
五
）
に
錦
衣
鎮
撫
待
詔
に
登
り
、
仁
智
殿
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全図
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に
直
し
た
と
い
う
。
現
存
作
品
と
し
て
本
作
の
ほ
か
に
、《
墨
龍
図
》（
大
英
博
物
館
蔵
）
が
知
ら

れ
て
い
る
。
本
作
は
そ
の
陶
佾
の
現
存
す
る
虎
図
の
唯
一
の
基
準
的
作
例
で
あ
り
、
明
時
代
の
虎

図
の
優
品
と
し
て
価
値
が
高
い
。
特
に
虎
自
体
の
描
写
は
特
徴
的
で
、
先
端
が
ヘ
ア
ピ
ン
の
よ
う

に
折
れ
曲
が
る
独
特
の
毛
描
き
や
、
顔
貌
の
目
や
鼻
先
の
繊
細
な
配
色
は
画
虎
を
得
意
と
す
る
陶

佾
の
画
技
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
同
じ
寧
波
出
身
の
陶
萱
が
制
作
し
た
《
乳
虎
図
》（
所
蔵
先
不
明
、『
国
華
』

一
五
二
五
号
掲
載
）
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
画
虎
を
得
意
と
す
る
陶
一
族
と
い
う
存
在

も
考
慮
さ
れ
、
明
時
代
絵
画
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
資
料
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
本
作
は
日
本
美
術
史
へ
の
影
響
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
作
例
で
あ
る
。『
都
名
所

図
会
』
に
い
わ
ゆ
る
「
鳴
き
虎
」
の
逸
話
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
名
な
虎
図
と
し
て
近
世
に

は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
絵
を
下
敷
き
に
し
た
よ
う
な
「
飲
泉
」
型
の
虎

図
が
多
く
日
本
で
制
作
さ
れ
て
い
る
。
狩
野
探
幽
筆
と
さ
れ
る
南
禅
寺
《
群
虎
図
襖
》
や
円
山
応

挙
筆
《
水
呑
虎
図
》（
個
人
蔵
）、
蕪
村
筆
《
猛
虎
飛
瀑
図
》（
福
田
美
術
館
蔵
）
な
ど
、
本
作
の

図
像
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が
、類
似
し
た
作
例
を
範
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
「
飲
泉
」

型
の
虎
図
の
普
及
に
果
た
し
た
本
図
の
役
割
は
少
な
く
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
作
は
、
明
時
代
の
画
院
画
家
の
虎
図
の
基
準
的
作
例
と
し
て
大
変
貴
重
な
作

例
で
あ
る
と
と
も
に
、
著
名
な
虎
図
の
一
作
例
と
し
て
日
本
美
術
史
上
の
価
値
も
大
き
い
た
め
、

京
都
府
指
定
文
化
財
に
指
定
し
保
存
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

（
長
谷
川
貴
信
）

参
考
文
献

板
倉
聖
哲
「
作
品
紹
介
明
・
陶
佾
「
虎
図
」（
京
都
・
報
恩
寺
）」（『
論
集
・
寧
波
を
め
ぐ
る
絵
画

と
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』、
二
〇
一
〇
年
）

板
倉
聖
哲
「
明
・
陶
萱
筆　

乳
虎
図
」（『
国
華
』
一
五
二
五
号
、
二
〇
二
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　

虎の体の毛描き 画面左上　落款
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絹
本
著
色
双
鶴
図　
陳
伯
冲
筆　
　
　
　
　

　
　
　

京
都
市
東
山
区
四
条
通
大
和
大
路
東
入
祗
園
町
南
側
五
九
四
番
地
の
一

宗
教
法
人　

本
山
龍
池
山
大
雲
院

一
幅
（
絵
画
・
指
定
）

法　
　
量　
　

縦
一
八
五
・
〇　

横
九
九
・
四

品
質
構
造　
　

絹
本
著
色
、
掛
軸
裝
、
一
副
一
鋪

記　
　
録　
　

　
（
画
面
右
上
）
日
下
高
聲

　
（
画
面
右
下
）
陳
伯
冲
「
清
源
晴
江
陳
伯
冲
氏
印
」（
白
文
長
方
印
）

図　
　
様　
　
　

　

一
副
一
鋪
の
大
き
な
料
絹
に
二
羽
の
鶴
が
旭
日
を
仰
ぐ
姿
を
描
く
。画
面
右
上
に
旭
日
を
置
く
。

松
の
太
い
樹
幹
を
画
面
の
下
か
ら
左
方
へ
伸
ば
し
、
一
度
画
面
か
ら
消
失
さ
せ
、
再
び
画
面
左
上

か
ら
右
へ
松
の
枝
を
描
き
込
む
。
そ
の
松
の
幹
上
に
右
上
に
向
け
て
嘴
を
開
く
一
羽
の
鶴
と
、
そ

の
奥
に
も
う
一
羽
の
鶴
を
描
く
。
後
者
の
鶴
は
後
方
を
振
り
返
る
よ
う
な
姿
勢
で
、
右
上
を
向
い

て
嘴
を
開
い
て
い
る
。
鶴
の
足
元
に
は
さ
ら
に
、松
の
奥
に
花
を
咲
か
せ
た
白
梅
を
描
く
。
ま
た
、

画
面
右
下
に
は
遠
景
と
し
て
山
間
を
流
れ
る
滝
が
描
か
れ
る
。

　

描
写
は
、
旭
日
を
赤
に
塗
る
。
松
は
幹
の
輪
郭
や
樹
皮
を
墨
で
表
し
、
淡
い
茶
色
を
入
れ
て
幹

を
表
現
す
る
。
松
の
葉
は
い
わ
ゆ
る
車
輪
松
で
墨
と
淡
い
緑
で
一
本
一
本
描
く
。
さ
ら
に
、
松
に

絡
ま
る
蔦
を
墨
と
淡
い
朱
色
で
表
す
。
ま
た
幹
に
は
白
緑
色
で
厚
く
塗
っ
た
点
苔
を
入
れ
る
。
鶴

は
足
や
尾
羽
を
墨
の
没
骨
で
描
き
、
白
い
羽
は
淡
墨
の
輪
郭
線
の
内
側
を
淡
い
白
色
と
し
て
、
羽

一
枚
一
枚
の
中
心
に
濃
い
白
色
の
線
を
描
く
。
頭
部
は
頭
頂
を
朱
色
の
点
描
で
描
き
、
目
は
瞳
を

墨
色
、
そ
の
周
り
を
茶
色
、
そ
れ
を
ま
た
墨
で
囲
み
、
さ
ら
に
白
色
で
い
わ
ゆ
る
飾
り
目
に
す
る
。

嘴
は
太
い
墨
線
で
輪
郭
を
描
い
た
あ
と
に
付
け
根
は
白
緑
色
に
塗
る
。
舌
は
朱
色
で
描
く
。
梅
は

墨
の
没
骨
で
幹
を
描
き
、
顎
を
赤
紫
色
に
描
き
、
花
弁
を
白
色
で
厚
く
表
す
。
蕊
の
先
端
に
は
黄

色
を
入
れ
る
。
遠
景
は
墨
で
描
き
、
白
緑
色
で
厚
く
点
苔
を
入
れ
る
。

保
存
状
態　

	　

　

近
年
の
修
理
に
よ
り
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
が
、
旭
日
の
一
部
な
ど
補
絹
に
補
彩
が
施
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
点
苔
の
一
部
な
ど
当
初
の
顔
料
が
剥
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
当
初
の
描
写
が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
後
世
の
大
き
な
補
筆
は
認
め

ら
れ
な
い
。

伝   　
来　

　

本
山
龍
池
山
大
雲
院
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に
正
親
町
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
開
山
・

貞
安
上
人
を
迎
え
、
織
田
信
長
、
信
忠
父
子
の
追
福
の
た
め
に
創
建
さ
れ
た
。
天
正
一
八
年
に
は

豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
、
烏
丸
二
条
か
ら
寺
町
四
条
南
に
移
転
さ
れ
た
。
江
戸
幕
府
の
本
末
制
度

下
で
は
浄
土
宗
知
恩
院
に
属
し
た
が
、
本
山
寺
格
の
寺
と
し
て
末
寺
を
有
し
、
信
仰
を
集
め
た
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
大
火
に
よ
り
伽
藍
は
焼
失
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
本
堂
が
再
建
、

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
釈
迦
堂
が
再
建
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
京
都
市
東
山
区
に
寺
地
を
移
す
。

　

円
山
応
挙
（
一
七
三
三
～
一
七
九
五
）
が
三
九
歳
か
ら
四
〇
歳
に
か
け
て
記
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
『
写
生
雑
録
帳
』
に
大
雲
院
の
什
物
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
以
前
に
は
同

寺
の
所
有
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

時　
　
代　
　

明
時
代
～
清
時
代　

説　
　
明　
　
　

　

京
都
市
東
山
区
の
本
山
龍
池
山
大
雲
院
に
伝
来
し
た
明
末
清
初
の
逸
伝
画
家
陳
伯
冲
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
絹
本
著
色
の
花
鳥
画
で
あ
る
。

　

本
作
の
天
を
仰
ぐ
鶴
の
図
様
は
伝
統
的
な
画
題
で
あ
り
、薛
稷
（
六
四
九
～
七
一
三
）・
黄
筌
（
生

年
不
詳
～
九
六
五
）
以
来
の
「
六
鶴
図
」
の
型
の
う
ち
「
唳
天
」
の
図
像
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
画
面
右
下
に
「
陳
伯
冲
」
の
落
款
と
白
文
方
印
が
あ
る
が
、逸
名
の
絵
師
で
あ
り
、

そ
の
淡
彩
と
濃
彩
の
使
い
方
や
画
面
構
成
な
ど
か
ら
明
代
後
期
に
活
躍
し
た
絵
師
に
よ
る
作
品
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
墨
の
濃
淡
を
用
い
て
鶴
の
尾
羽
や
松
樹
を
巧
み
に
表
し
て
お
り
、
明
代

浙
派
花
鳥
画
の
技
法
を
十
分
に
備
え
た
絵
師
の
実
力
が
う
か
が
え
る
優
品
で
あ
る
。
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本
作
は
日
本
美
術
史
に
お
い
て
絵
師
の
中
国
絵
画
の
受
容
を
考
え
る
上
で
大
変
重
要
な
価
値
を

有
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
本
作
は
明
代
後
期
と
考
え
ら
れ
る
花
鳥
画
の
典
型
的
な
作
例
で
あ
る

が
、
円
山
応
挙
や
伊
藤
若
冲
と
い
っ
た
近
世
に
お
け
る
日
本
美
術
を
考
え
る
上
で
代
表
的
な
絵
師

と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
。

　

円
山
応
挙
は
自
身
の
『
写
生
雑
録
帳
』
に
「
大
雲
院
什
」
と
「
日
下
高
聲
」、「
陳
伯
冲
」
の
落

款
を
メ
モ
し
た
簡
単
な
略
図
を
記
録
し
て
い
る
。
他
に
も
同
寺
伝
来
の
中
国
絵
画
を
書
き
写
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
大
雲
院
が
円
山
応
挙
に
と
っ
て
一
つ
の
中
国
絵
画
学
習
の
場
に
な
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
ま
た
、
伊
藤
若
冲
は
《
白
鶴
図
》（
個
人
蔵
）
双
幅
に
お
い
て
、
相
国
寺
に
伝
わ
る

文
正
筆
《
鳴
鶴
図
》（
重
要
文
化
財
）
の
図
様
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
、
背
景
は
本
作
を
範
と
す

る
図
様
に
変
更
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
伊
藤
若
冲
の
作
例
で
は
、《
松
樹
番
鶏
図
》（
所

在
不
明
、『
国
華
』
一
二
九
号
掲
載
）
や
摘
水
軒
記
念
文
化
振
興
財
団
所
蔵
《
旭
日
松
鶴
図
》
に

も
図
様
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
様
々
な
作
品
で
そ
の
図
様
を
改
変
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
本
作
の
構
図
が
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
の
源
と
し
て
参
考
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
作
は
、
近
世
か
ら
日
本
に
伝
来
し
た
著
色
画
の
大
幅
と
し
て
貴
重
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
円
山
応
挙
や
伊
藤
若
冲
と
い
っ
た
江
戸
時
代
後
半
の
京
都
画
壇
に
お
い
て
大
き
な
影

響
力
を
持
っ
た
絵
師
の
中
国
絵
画
学
習
に
お
い
て
実
際
に
参
照
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
日
本
美
術

史
上
大
変
貴
重
で
あ
る
た
め
、
京
都
府
指
定
文
化
財
に
指
定
し
保
存
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

（
長
谷
川
貴
信
）

　
　
　
　
　

参
考
文
献

小
川
祐
允
「
黄
筌
六
鶴
図
壁
画
と
そ
の
系
譜(

上)	:	

薛
稷
・
黄
筌
・
黄
居	

か
ら
庫
倫
旗
一
号
遼

墓
仙
鶴
図
壁
画
を
経
て
徽
宗
・
趙
伯	

・
牧	

・
王
振
鵬
・
浙
派
・
雪
舟
・
狩
野
派
ま
で
」（『
国
華
』

一
一
六
五
号
、
一
九
九
二
年
）

佐
々
木
丞
平
「
絵
画
の
背
景
　
研
究
ノ
ー
ト
よ
り
―
八
―
応
挙
画
の
制
作
拠
点
・
大
雲
院
」（『
日

本
美
術
工
芸
』
六
九
二
、一
九
九
六
年
）

佐
藤
康
宏
「
伊
藤
若
冲
筆
旭
日
松
鶴
図
」（『
国
華
』
一
二
〇
五
号
、
一
九
九
六
年
）

板
倉
聖
哲
「
若
冲
、
蕪
村
と
東
ア
ジ
ア
」（『
若
冲
と
蕪
村
―
生
誕
三
百
年
同
い
年
の
天
才
絵
師
』、

読
売
新
聞
、
二
〇
一
五
年
）

画面右下　落款鶴の顔貌表現
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法　
　
量

　
　

像			

高	

　
　

五
二
・
九	　
　
　
　
　
　

			

髪
際
高　
　

四
三
・
六			

		

　
　

頂
―
顎　
　
　

一
七
・
三　
　
　
　
　
　
　

面　

長　
　
　

八
・
九

　
　

面　

幅	

　
　

一
〇
・
二　
　
　
　
　
　
　

耳　

張　
　

一
五
・
〇

　
　

面　

奥	

　
　

一
三
・
七	

　
　

胸　

奥
（
左
）
一
〇
・
八　
　
　
　
　
　
　
（
右
）　　

一
一
・
一

　
　

腹　

奥	

　
　

一
三
・
七	

　
　

臂　

張　
　
　

三
二
・
二　
　
　
　
　
　
　

膝　

張　
　

四
一
・
七

　
　

膝　

高
（
左
）　

八
・
四　
　
　
　
　
　
　

		

膝　

高
（
右
）
八
・
四

　
　

坐　

奥	

　
　

二
四
・
六　
　
　
　
　
　
　

膝　

奥　
　

二
三
・
八

形　
　
状

　

螺
髪
粒
状
鋳
出
。
螺
髪
は
髪
際
で
二
十
六
粒
を
数
え
る
。
髪
際
の
正
中
か
ら
両
目
上
に
か
け

て
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
下
向
き
の
螺
髪
を
の
ぞ
か
せ
る
。
肉
髻
珠
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。
白
毫
を
描

き
あ
ら
わ
し
た
痕
跡
あ
り
。
耳
朶
環
状
不
貫
。
三
道
を
あ
ら
わ
す
。
胸
飾
を
描
き
あ
ら
わ
し
た
痕

跡
あ
り
。
胸
の
く
く
り
、
腹
の
く
く
り
各
一
重
。
現
状
胸
飾
、
右
乳
首
の
痕
跡
が
あ
る
。
衲
衣

は
左
肩
を
覆
い
、
右
肩
に
少
し
懸
か
る
。
左
肩
か
ら
腹
前
に
か
け
て
衲
衣
の
衣
端
を
折
り
返
す
。

左
手
は
垂
下
し
て
左
膝
上
に
て
掌
を
仰
い
で
五
指
を
伸
ば
す
。
掌
に
持
物
（
薬
壺
）
を
載
せ
て
い

た
痕
跡
が
あ
る
。
右
手
は
屈
臂
し
て
胸
前
に
て
掌
を
前
に
し
て
五
指
を
伸
ば
す
。
左
足
を
上
に
し

て
結
跏
趺
坐
し
、
左
足
裏
半
ば
よ
り
先
を
衣
よ
り
の
ぞ
か
せ
る
。
背
面
は
螺
髪
や
衣
文
を
省
略
す

る
。

亀
岡
市
西
町
一
一

宗
教
法
人　

大
圓
寺

　

一
躯
（
彫
刻
・
指
定
）

鉄
造
薬
師
如
来
坐
像　　

品
質
構
造　

　

鉄
鋳
造
。
一
部
銅
造
。（
以
下
、
※
は
指
定
調
査
に
際
し
て
実
施
し
た
可
搬
式
蛍
光
エ
ッ
ク
ス

線
分
析
調
査
結
果
に
基
づ
く
。）　

　

頭
体
幹
部
か
ら
左
袖
口
、
右
手
首
ま
で
の
大
略
を
鉄
※
で
鋳
造
す
る
。
頭
頂
か
ら
両
耳
後
方
、

両
腰
脇
を
通
り
地
付
に
至
る
鋳
バ
リ
が
通
る
が
、
像
内
で
は
像
表
面
の
鋳
バ
リ
に
対
応
す
る
位
置

に
中
型
境
、
鋳
ぐ
る
み
、
溶
接
等
の
痕
跡
が
な
く
、
鋳
肌
が
連
続
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
頭

体
幹
部
か
ら
左
袖
口
、
右
臂
ま
で
は
、
前
後
の
割
型
に
よ
る
一
鋳
で
あ
る
と
わ
か
る
。
背
面
鋳
型

は
前
面
鋳
型
よ
り
小
さ
く
造
形
も
簡
略
で
あ
り
、
鋳
型
境
に
段
差
が
み
ら
れ
る
。
左
手
は
、
本
体

袖
口
部
に
丸
枘
（
直
径
約
一
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
鋳
出
し
、別
鋳
の
手
首
先
を
差
込
む
（
た

だ
し
丸
枘
と
現
状
の
左
手
首
先
の
形
状
は
合
わ
な
い
）。
右
手
は
鉄
製
※
の
前
膊
を
別
鋳
し
て
臂

で
本
体
と
接
合
し
、
青
銅
製
※
の
手
首
先
を
、
銀
蝋
※
を
用
い
て
接
合
す
る
と
み
ら
れ
る
。

　

像
内
に
は
、
首
下
あ
た
り
か
ら
頭
部
、
左
膝
部
、
地
付
周
り
な
ど
に
中
型
土
が
残
る
。
ま
た
頭

部
か
ら
垂
直
に
平
板
状
の
二
枚
の
鉄
芯
（
あ
る
い
は
木
型
の
補
強
材
）
が
通
さ
れ
、
現
状
で
は
首

下
あ
た
り
に
至
る
。
鉄
芯
の
先
端
は
、
ね
じ
切
れ
た
よ
う
な
形
状
と
な
る
。
鉄
厚
は
地
付
周
辺
で

お
お
む
ね
二
～
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
中
型
は
お
お
む
ね
像
の
外
形
に
沿
っ
て
設
け
ら
れ

る
。
背
面
地
付
部
に
湯
の
引
け
が
二
箇
所
認
め
ら
れ
、
湯
口
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
頭
頂
に
螺

髪
の
表
面
が
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
揚
が
り
の
痕
跡
か
と
思
わ
れ
る
。
地
付
周
り
に
〇
・
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
一
定
の
厚
み
で
バ
リ
が
残
る
。
左
肩
前
お
よ
び
胸
中
央
に
四
角
形
の
鉄

※
の
型
持
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
右
腋
下
に
鋳
型
の
小
寄
せ
と
み
ら
れ
る
痕
跡
が
あ
る
。

　

表
面
に
は
黒
漆
を
焼
き
付
け
た
と
み
ら
れ
る
痕
跡
が
あ
る
。胸
の
括
り
な
ど
肉
身
の
凹
部
に
は
、

複
数
個
所
で
赤
褐
色
を
呈
す
る
箇
所
が
あ
る
も
の
の
、
水
銀
や
鉛
が
他
の
箇
所
よ
り
顕
著
に
検
出

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
※
、
水
銀
朱
や
鉛
丹
の
可
能
性
は
低
い
と
推
定
さ
れ
る
。
胸
飾
に
は
銀
箔
も

し
く
は
薄
板
を
象
嵌
す
る
た
め
の
鑢
痕
が
確
認
で
き
、
銀
の
象
嵌
の
上
か
ら
削
っ
た
と
み
ら
れ
る

痕
跡
も
あ
る
。

保
存
状
態　
　

　

本
体
は
お
お
む
ね
当
初
を
残
す
が
、
右
手
先
は
銅
製
で
あ
り
、
左
手
首
先
は
真
鍮
製
の
可
能
性
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正面
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が
あ
り
、
い
ず
れ
も
後
補
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

右
耳
朶
に
補
修
が
あ
る
。

　

持
物
亡
失
。

　

台
座
、
光
背
、
後
補
。

伝　
　
来　
　
　

　
（
一
）
大
圓
寺
本
堂
の
右
脇
壇
厨
子
内
に
安
置
さ
れ
る
。

　
（
二
）
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
一
月
四
日
付
け
官
報
で
、
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
の
調

　
　
　

査
対
象
の
内
「
優
等
」
な
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
大
圓

　
　
　

寺
に
所
在
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
（
三
）
昭
和
五
六
年
四
月
一
日
、
亀
岡
市
指
定
文
化
財
に
指
定
。

時　
　
代　
　
　

平
安
時
代
後
期
～
鎌
倉
時
代

説　
　
明　
　
　

　

亀
岡
市
西
町
に
所
在
す
る
大
圓
寺
本
堂
右
脇
壇
に
客
仏
と
し
て
安
置
さ
れ
る
鉄
造
薬
師
如
来
坐

像
で
あ
る
。
近
世
以
前
の
伝
来
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
明
治
二
二
年
に
は
す
で
に
大
圓
寺
に

所
在
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　

像
の
大
略
を
鉄
で
鋳
造
す
る
い
わ
ゆ
る
鉄
仏
。
頭
頂
か
ら
両
耳
後
方
、
両
腰
脇
、
地
付
に
か
け

て
鋳
バ
リ
が
通
る
が
、
像
内
で
は
像
表
面
の
鋳
バ
リ
に
対
応
す
る
位
置
に
中
型
境
、
鋳
ぐ
る
み
、

溶
接
等
の
痕
跡
が
な
く
、
鋳
肌
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頭
体
幹
部
か
ら
左
袖
口
、
右
臂
ま

で
は
、
前
後
の
割
型
に
よ
る
一
鋳
で
あ
る
と
わ
か
る
。
地
付
後
方
左
右
二
箇
所
に
認
め
ら
れ
る
湯

が
ひ
け
た
よ
う
な
箇
所
を
、
湯
口
あ
る
い
は
揚
が
り
と
想
定
す
れ
ば
，
湯
回
り
を
考
慮
し
て
、
地

付
後
方
を
上
、
頭
部
を
下
、
背
面
を
上
に
し
て
斜
め
に
鋳
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

鉄
製
の
右
前
膊
は
別
鋳
し
た
も
の
を
臂
で
接
合
し
、
両
手
首
先
は
青
銅
製
で
、
接
合
に
は
銀
蝋

を
用
い
た
と
み
ら
れ
る
。
像
の
前
面
と
背
面
の
鋳
型
の
形
状
は
不
連
続
で
、
背
面
側
は
や
や
小
さ

く
、
衣
文
表
現
を
全
く
省
略
し
た
素
朴
な
造
形
を
示
す
も
の
の
、
総
じ
て
湯
回
り
は
よ
く
、
鉄
厚

も
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
験
を
重
ね
た
工
房
の
手
に
な
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　

鉄
仏
は
、
平
安
時
代
後
期
以
降
日
本
で
の
制
作
が
本
格
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
彫
刻
様

式
か
ら
平
安
時
代
後
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
作
例
は
数
例
あ
る
も
の
の
、建
保
六
年（
一
二

一
八
）
の
鹿
沼
薬
師
堂
鉄
造
薬
師
如
来
坐
像
（
栃
木
県
指
定
文
化
財
）
が
、
記
年
銘
の
あ
る
作
例

で
は
最
古
で
あ
る
。
中
世
に
遡
る
作
例
は
全
国
的
に
は
少
な
く
な
い
が
、
遺
品
の
分
布
は
北
関
東

や
愛
知
県
が
中
心
で
あ
り
、西
日
本
に
は
少
な
い
。
府
内
の
作
例
と
し
て
は
、ほ
か
に
念
仏
寺
（
京

都
市
右
京
区
）
の
鉄
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
、
西
法
寺
（
京
都
市
上
京
区
）
の
鉄
造
阿
弥
陀
如
来
立

像
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　

本
像
と
法
量
、造
形
的
特
徴
が
近
い
作
例
と
し
て
、前
述
の
念
仏
寺
像
と
、ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
・

鉄
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
が
知
ら
れ
て
い
る
。
念
仏
寺
像
と
比
較
す
る
と
、
原
型
の
造
形
は
念
仏
寺

像
の
方
が
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
精
巧
な
原
型
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
耳
の
表
現
も

本
像
の
方
が
簡
略
で
あ
る
。
た
だ
、
念
仏
寺
像
は
湯
回
り
が
悪
く
、
背
面
の
大
き
な
欠
損
や
、
像

表
面
の
鋳
肌
の
荒
れ
、
鋳
上
が
り
の
不
良
が
生
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
像
は
総
じ
て
鋳
上
が

り
が
よ
く
、
保
存
状
態
も
お
お
む
ね
良
好
で
あ
る
点
が
賞
さ
れ
る
。
ま
た
、
念
仏
寺
像
は
背
面
の

大
き
な
欠
損
部
を
埋
め
る
た
め
に
像
内
に
大
小
の
木
材
が
嵌
め
込
ま
れ
、
像
内
が
確
認
で
き
な
い

の
に
対
し
て
、
本
像
は
像
内
を
う
か
が
う
こ
と
が
可
能
で
、
鉄
心
や
中
型
土
の
残
存
状
況
な
ど
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
鋳
造
技
法
を
知
る
上
で
も
好
個
の
資
料
と
い
え
る
。

　

そ
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
本
像
は
背
面
の
造
形
を
省
略
す
る
も
の
の
、
前
面
は
総
じ
て
正
統

的
な
平
安
後
期
の
彫
刻
様
式
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
髪
際
の
螺
髪
の
下
方
に
さ
ら
に
一
列
の
髪

際
風
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
が
、
原
型
の
髪
際
の
螺
髪
最
下
段
が
下
向
き
に
造
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
反
映
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
原
型
の
制
作
年
代
は
鎌
倉
時
代
に
降
る
可
能
性
も
あ
る
。
原

型
の
制
作
年
代
と
実
際
の
鋳
造
年
代
と
の
関
係
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
本
像

の
原
型
の
示
す
様
式
的
特
徴
と
、時
代
的
に
大
き
く
矛
盾
す
る
技
法
的
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、

鋳
造
年
代
も
平
安
時
代
後
期
～
鎌
倉
時
代
（
一
二
世
紀
末
～
一
三
世
紀
）
の
範
囲
内
に
は
収
ま
る

も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
像
は
府
内
に
所
在
す
る
鉄
仏
の
数
少
な
い
遺
品
の
一
つ
で
、
平
安
時
代
後

期
～
鎌
倉
時
代
に
遡
る
、
全
国
的
に
も
時
代
の
遡
る
鉄
仏
の
遺
品
の
一
つ
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、

鋳
造
欠
陥
も
少
な
く
、
保
存
状
態
も
お
お
む
ね
良
好
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
府
指
定
文
化
財
に
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指
定
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
す
る
。

（
桑
原　

正
明
）

背面

右側面

像底

像内に残る中型土
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時　
　
代　
　

南
北
朝
時
代
～
室
町
時
代
後
期

説　
　
明　
　
　

　

遠
山
家
文
書
は
、
亀
岡
市
河
原
林
に
居
住
し
た
遠
山
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
、
建
武
二
年

（
一
三
三
五
）
一
〇
月
二
九
日
土
岐
光
家
契
約
状
を
上
限
と
し
て
、
室
町
時
代
末
と
推
測
さ
れ
る

年
未
詳
中
津
川
秀
長
申
状
に
至
る
一
四
通
と
、
伝
来
を
異
に
す
る
冨
田
氏
関
係
文
書
三
通
を
含
む

計
一
七
通
か
ら
な
り
、
そ
の
す
べ
て
が
中
世
文
書
で
あ
る
。

　

遠
山
氏
は
も
と
中
津
河
（
川
）
氏
を
名
乗
り
、
美
濃
土
岐
氏
の
支
流
を
称
し
、
美
濃
国
中
津
川

（
現
岐
阜
県
中
津
川
市
）
を
本
拠
と
し
た
と
伝
え
る
一
族
で
あ
る
。
中
津
河
氏
の
丹
波
へ
の
移
動

の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
建
武
年
間
に
は
既
に
京
都
近
辺
で
の
活
動
が
見
ら
れ
、
遅
く
と
も
正

平
六
年
（
一
三
五
一
）
に
は
、
丹
波
国
桑
田
郡
内
の
「
勝
林
寺
嶋
地
頭
職
」
が
一
族
の
中
津
川
秀

家
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。「
勝
林
寺
嶋
」
は
、同
時
代
に
は
「
小
林
寺
」
と
も
記
さ
れ
る
勝
林
島
（
現

亀
岡
市
河
原
林
町
勝
林
島
）
の
こ
と
で
、
そ
の
後
、
一
度
は
勝
林
寺
か
ら
替
地
と
し
て
「
丹
波
国

貞
観
寺
国
衙
領
」
を
宛
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
も
勝
林
島
周
辺
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
後
の
中
津
河
氏
の
動
向
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀
半
ば
に
は
中
津
川

弥
八
秀
長
と
い
う
人
物
が
出
て
、
そ
の
先
祖
書
を
残
し
て
い
る
ほ
か
、
天
正
年
間
に
遠
山
姓
に
改

姓
し
た
と
伝
わ
る
。

　

遠
山
家
文
書
の
う
ち
一
一
通
は
一
巻
に
成
巻
さ
れ
て
お
り
、
建
武
二
年
か
ら
延
文
五
年

（
一
三
六
〇
）
ま
で
の
文
書
を
含
む
。
最
も
古
い
建
武
二
年
の
土
岐
光
家
契
約
状
は
、
土
岐
光
家

の
信
濃
国
（
長
野
県
）
で
の
合
戦
の
恩
賞
に
つ
い
て
、
京
都
で
中
津
河
小
次
郎
（
秀
家
）
に
取
り

次
ぐ
よ
う
求
め
た
も
の
で
、
建
武
年
間
に
既
に
中
津
河
氏
が
京
都
周
辺
に
拠
点
を
持
っ
て
い
た
ら

し
い
こ
と
や
、
美
濃
を
本
拠
と
し
た
土
岐
氏
と
中
津
河
氏
と
の
関
係
を
物
語
る
史
料
で
あ
る
。
以

後
の
一
〇
通
は
、
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
か
ら
延
文
五
年
ま
で
の
一
〇
年
余
り
に
集
中
し
て
お

り
、
観
応
の
擾
乱
前
後
の
中
津
河
小
次
郎
（
秀
家
）
の
動
向
を
伝
え
る
。
貞
和
二
年
と
観
応
元
年

（
一
三
五
〇
）
に
は
、
い
ず
れ
も
中
津
河
秀
家
あ
て
に
足
利
直
義
か
ら
軍
勢
催
促
状
が
出
さ
れ
て

い
る
。
前
者
は
光
厳
上
皇
の
院
宣
を
奉
じ
て
、
足
利
直
冬
を
紀
州
の
南
朝
勢
力
討
伐
に
派
遣
し
た

際
の
も
の
で
、
後
者
は
直
義
の
南
朝
方
へ
の
「
降
伏
」
直
後
に
高
師
直
・
師
泰
兄
弟
の
誅
伐
を
求

め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
中
津
河
氏
の
具
体
的
な
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
中

津
河
氏
が
丹
波
地
域
の
有
力
武
士
の
一
角
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
方
、
翌
観

応
二
年
の
南
朝
方
に
よ
る
京
都
占
領
の
た
め
尊
氏
・
義
詮
が
丹
波
に
逃
れ
た
際
、
こ
れ
に
秀
家
が

供
奉
し
た
こ
と
が
観
応
二
年
四
月
の
中
津
河
秀
家
軍
忠
状
か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
軍
忠
状
で
は
、

秀
家
の
活
動
を
丹
波
守
護
代
の
小
林
民
部
丞
（
重
長
）
が
伝
え
、
丹
波
国
守
護
の
山
名
時
氏
が
証

判
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
津
河
氏
は
こ
の
段
階
で
は
尊
氏
方
と
し
て
活
動
を
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
翌
観
応
三
年
に
は
、
北
朝
方
に
属
し
て
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て

保
津
（
現
亀
岡
市
）、
須
知
・
八
田
（
現
京
丹
波
町
）、
庵
我
（
現
福
知
山
市
）、
犬
山
（
現
兵
庫

県
丹
波
市
）
な
ど
丹
波
各
地
を
転
戦
し
、
同
年
一
一
月
に
は
野
々
村
（
現
南
丹
市
美
山
町
）
で
の

戦
い
で
負
傷
、
翌
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
の
六
月
以
降
雀
部
（
現
南
丹
市
八
木
町
）、
多
紀
郡

宮
田
（
現
兵
庫
県
篠
山
市
）
な
ど
を
転
戦
し
て
い
る
こ
と
が
、そ
れ
ぞ
れ
軍
忠
状
か
ら
判
明
す
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
軍
忠
状
は
い
ず
れ
も
丹
波
守
護
代
で
あ
る
荻
野
朝
忠
の
証
判
を
受
け
て
お
り
、

秀
家
が
朝
忠
の
麾
下
と
し
て
丹
波
各
所
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
活
躍
に
よ

り
、
文
和
二
年
九
月
五
日
付
の
朝
忠
の
注
進
で
足
利
義
詮
か
ら
秀
家
宛
て
に
感
状
が
発
給
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
、
中
津
河
氏
の
勝
林
島
の
所
領
に
係
る
文
書
が
、
巻
子
装
か
ら
外
れ

る
二
通
と
合
わ
せ
計
四
通
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
は
、
紙
質
や
形
式
、
花
押
い
ず
れ
か
ら
も
正
文
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
、
一
部

に
欠
損
が
あ
る
も
の
の
、
保
存
状
態
も
良
好
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
近
世
段
階
か

ら
同
文
書
と
と
も
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
、
細
川
氏
か
ら
摂
津
国
人
の
冨
田
氏
に
あ
て
た
文
書
三

通
が
あ
る
。
も
と
は
遠
山
家
文
書
と
は
別
系
統
の
文
書
で
あ
る
が
、一
括
し
て
の
伝
来
を
重
視
し
、

あ
わ
せ
て
指
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
史
料
は
、
観
応
の
擾
乱
を
挟
む
短
期
間
の
軍
勢
催
促
状
及
び
軍
忠
状
が
ま
と

遠
山
家
文
書　
　
　
　
　
　
　

個
人　

一
七
通（
古
文
書・指
定
）
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ま
っ
て
伝
来
す
る
こ
と
に
加
え
、
南
北
朝
期
の
丹
波
地
域
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
極
め
て
重
要

な
史
料
で
あ
り
、
歴
史
学
的
、
古
文
書
学
的
に
も
大
変
貴
重
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
府
指
定
文

化
財
に
指
定
し
、
そ
の
保
存
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

（
吉
野　

健
一
）

足利直義軍勢催促状　貞和４年（1348）９月 11 日

足利直義軍勢催促状　観応元年（1350）12 月３日
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足利義詮感状　文和２年（1353）９月５日

季正奉書　正平 6 年（1351）12 月 26 日
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時　
　
代　
　

江
戸
時
代
～
昭
和
時
代

説　
　
明　
　
　

　

宮
津
市
由
良
に
所
在
し
、
明
治
時
代
に
は
北
前
船
の
船
頭
を
つ
と
め
た
加
藤
家
に
伝
来
し
た
文

書
群
で
あ
る
。
年
紀
の
判
明
す
る
最
古
の
文
書
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
証
文
で
、
以
後
昭

和
時
代
に
至
る
ま
で
四
〇
〇
〇
点
余
り
の
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
伝
来
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
中

心
と
な
る
文
書
は
、
当
時
の
加
藤
家
当
主
の
加
藤
長
助
が
北
前
船
の
船
頭
を
つ
と
め
て
い
た
明
治

一
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
ま
で
の
船
中
大
福
帳
等
の
帳
面
、
葉
書
・
書
簡
類
で
あ
り
、
こ
の

時
期
の
史
料
が
全
体
の
約
六
割
を
占
め
る
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
ま
で
の

史
料
は
断
片
的
で
点
数
も
少
な
く
、
系
統
だ
っ
た
伝
来
を
し
な
い
が
、
明
治
一
七
年
以
降
残
存
が

多
く
な
り
、
明
治
二
〇
年
か
ら
三
九
年
ま
で
の
約
二
〇
年
間
は
特
に
充
実
し
て
い
る
。
現
状
は
複

数
の
箱
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

本
史
料
を
所
蔵
す
る
加
藤
家
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
す
で
に
代
々
長
助
を
名
乗
り
、
加
佐
郡

由
良
村
内
に
居
住
し
て
い
た
。
江
戸
時
代
段
階
で
の
当
家
の
活
動
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
幕

末
か
ら
明
治
初
期
に
は
既
に
近
海
を
航
行
す
る
船
の
船
頭
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
遅

く
と
も
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
ま
で
に
は
、
遠
国
へ
航
行
す
る
船
に
乗
船
し
船
頭
と
し
て
の
活

動
を
始
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
明
治
初
期
の
船
頭
と
し
て
の
活
動
実
態
は
、
史
料
の
残
存
状

況
に
よ
り
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、明
治
一
七
年
頃
か
ら
明
治
三
九
年
頃
ま
で
の
約
二
〇
年
間
は
、

各
年
ご
と
に
取
引
を
ま
と
め
た
大
福
帳
や
差
引
帳
、
航
海
日
誌
、
船
員
名
簿
や
、
日
本
海
か
ら
瀬

戸
内
海
沿
岸
各
地
の
寄
港
地
の
問
屋
な
ど
か
ら
受
け
取
っ
た
、
相
場
状
況
や
取
引
内
容
等
を
記
し

た
書
状
、
葉
書
類
が
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
丹
後
に
お
け
る
北
前
船
交
易
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
得
る
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
れ
ば
、当
時
の
加
藤
家
当
主
は
加
藤
長
助
を
名
乗
り
、与
謝
郡
岩
滝
村
（
現

与
謝
野
町
岩
滝
）
の
糸
井
家
や
与
謝
郡
宮
津
町
（
現
宮
津
市
）
の
三
上
家
の
所
有
す
る
船
に
船
頭

と
し
て
乗
船
し
、
年
に
複
数
回
北
海
道
か
ら
大
阪
の
間
を
行
き
来
し
、
途
中
の
寄
港
地
に
お
い
て
、

荷
物
の
上
げ
下
ろ
し
や
特
産
品
等
の
売
買
を
行
っ
て
い
た
。
活
動
範
囲
は
時
代
に
よ
る
変
化
も
あ

る
が
、極
め
て
広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、利
尻
島
の
鴛
泊
（
北
海
道
利
尻
郡
利
尻
町
）、小
樽
、函
館
、

羽
前
加
茂
（
山
形
県
鶴
岡
市
）、
羽
後
酒
田
（
山
形
県
酒
田
市
）、
若
狭
小
浜
（
福
井
県
小
浜
市
）、

長
州
赤
間
関
（
山
口
県
下
関
市
）、
周
防
三
田
尻
（
山
口
県
周
防
市
）、
備
前
下
津
井
（
岡
山
県
倉

敷
市
）、
大
阪
な
ど
の
商
人
と
の
や
り
取
り
が
確
認
で
き
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
度
々
寄
港
し
て

い
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
航
海
安
全
の
た
め
に
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
（
香
川
県
仲
多
度
郡
琴
平
町
）

へ
度
々
参
拝
し
て
い
る
ほ
か
、
明
治
三
七
年
に
は
下
関
か
ら
当
時
の
朝
鮮
国
釜
山
港
ま
で
航
海
し

貿
易
を
行
う
な
ど
、
海
外
を
含
め
た
幅
広
い
地
域
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。
乗
船
す
る
船
は
、

宝
求
丸
、
宝
寿
丸
を
経
て
、
明
治
二
八
年
こ
ろ
か
ら
幸
福
丸
と
な
り
、
明
治
三
九
年
ま
で
の
乗
船

が
確
認
で
き
る
。
幸
福
丸
は
積
高
五
百
石
余
り
の
帆
船
で
、
岩
滝
村
の
糸
井
勘
助
が
所
有
し
、
船

長
を
加
藤
長
助
が
つ
と
め
た
。
幸
福
丸
に
は
船
長
の
他
に
水
夫
長
や
水
夫
と
し
て
七
、八
名
程
度

が
乗
り
組
ん
で
お
り
、こ
れ
ら
船
員
の
大
部
分
は
同
じ
由
良
村
の
出
身
者
が
占
め
て
い
る
。
な
お
、

加
藤
長
助
の
船
頭
と
し
て
の
乗
船
が
最
後
に
確
認
で
き
る
の
は
明
治
三
九
年
で
、
明
治
四
〇
年
以

降
は
断
続
的
に
由
良
村
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
を
最
後
に
船
頭
と
し
て
の
活
動
は

終
了
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

船
主
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
は
全
国
的
に
著
名
な
も
の
が
複
数
あ
る
が
、
実
際
に
北
前
船
に
乗

船
し
て
い
た
船
頭
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
群
は
大
変
珍
し
い
。
さ
ら
に
、
大
福
帳
や
日
誌
、
寄
港

地
の
問
屋
な
ど
と
の
や
り
取
り
を
記
し
た
書
状
類
が
約
二
〇
年
分
大
量
に
保
管
さ
れ
て
い
る
点

は
、
他
に
類
例
が
な
く
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
な
お
、
一
時
期
加
藤
長
助
に
と
っ
て
船
頭
と
船
主

の
関
係
で
あ
っ
た
、
三
上
家
の
文
書
は
京
都
府
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
史
料
と

合
わ
せ
る
こ
と
で
、
丹
後
の
廻
船
業
に
限
ら
ず
、
明
治
時
代
の
北
前
船
の
様
相
を
詳
細
か
つ
具
体

的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
史
料
は
明
治
時
代
に
日
本
海
か
ら
瀬
戸
内
海
に
か
け
て
航
海
を
行
っ
て
い
た

北
前
船
の
船
頭
の
家
に
伝
来
し
た
、
他
に
類
例
の
な
い
極
め
て
珍
し
い
史
料
群
で
あ
り
、
歴
史
学

個
人　

加
藤
家
文
書　
　
　
　
　
　
　

四
五
七
一
点
（
古
文
書
・
指
定
）
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的
に
も
極
め
て
貴
重
な
史
料
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
府
指
定
文
化
財
に
指
定
し
、
保
存
に
万

全
を
期
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
史
料
群
を
収
納
し
て
い
た
木
箱
等
九
箱
が
伝
来
す
る
。

（
吉
野　

健
一
）

大量の書簡・ハガキ類

幸福丸船員名簿
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幸福丸航海日誌

船頭たちの集団である恵比寿講関係の帳面と箱
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令
和
四
年
度
指
定
等
文
化
財
一
覧

（
二
）
美
術
工
芸
品

古
文
書

彫
刻

絵
画

種
別

遠
山
家
文
書　
十
七
通

加
藤
家
文
書　
四
五
七
一
点

鉄
造
薬
師
如
来
坐
像　
一
躯　

絹
本
著
色
虎
図　
陶
佾
筆　
一
幅

絹
本
著
色
双
鶴
図　
陳
伯
冲
筆　
一
幅

名
称
及
び
員
数

南
北
朝
～
室
町
時
代

江
戸
～
昭
和
時
代

平
安
～
鎌
倉
時
代

明
時
代

明
～
清
時
代

制
作
年
代

個
人

個
人

大
圓
寺

報
恩
寺

本
山
龍
池
山
大
雲

院

所
有
者

亀
岡
市
西
町
十
一

京
都
市
上
京
区
小
川
通

寺
之
内
下
る
射
場
町

五
七
九

京
都
市
東
山
区
四
条
通

大
和
大
路
東
入
祇
園
町

南
側
五
九
四
の
一

所
有
者
の
住
所

府
指
文

第
五
十
号

府
指
文

第
五
十
一
号

府
指
彫

第
六
十
三
号

府
指
絵

第
七
十
七
号

府
指
絵

第
七
十
八
号

指
定
書
番
号

　
（
一
）
建
造
物

　
荒
井
神
社
本
殿　
一
棟

名
称
及
び
員
数

一
間
社
流
造
、
檜
皮
葺

　
附　
覆
屋　
一
棟

　
　
　
　
桁
行
正
面
一
間
背
面
四
間
、
梁
行
四
間
、
一
重
、
切
妻
造
、
鉄
板
葺

　
　
　
板
札　
二
枚　

　
　
　
　
上
葺
永
正
十
六
年
己
卯
九
月
八
日
の
記
が
あ
る
も
の　
一

　
　
　
　
上
葺
明
暦
三
丁
酉
九
月
二
十
四
日
の
記
が
あ
る
も
の　
一

　
　
　
棟
札　
二
枚

　
　
　
　
永
禄
九
年
十
月
吉
日
の
記
が
あ
る
も
の　
一

　
　
　
　
大
正
二
年
十
月
十
八
日
の
記
が
あ
る
も
の　
一

構
造
及
び
形
式

室
町
時
代

建
立
年
代

荒
井
神
社 所

有
者

南
丹
市
八
木
町
美
里

荒
井 所

在
の
場
所

府
指
建

第
百
四
十
二
号

指
定
書
番
号
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(認定6) (認定8)
△12 △48 △2 △4 △0 △1 △5 △1 △1 △14 △8 △1 △1 △2 △3 △3 △1 △1 △0 △0 △5 △43 △0 △5 △0 △46

91 269 41 39 33 8 35 15 11 182 11 2 7 13 20 20 17 14 0 0 51 357 63 7 0 427

△1 △1 △2 △0 △0 △2 △2
4 11 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 12 1 13

△1 △4 △1 △1 △1 △3 △0 △0 △4 △4
3 10 1 1 2 2 2 8 0 1 1 12 1 13

(認定1)
△0 △0 △0 △0 △0

3 8 1 1 1 2 2 1 8 1 0 1 1 13 1 14
(認定2)

△0 △1 △0 △0 △1 △1
3 3 2 1 1 1 1 6 1 0 1 1 11 1 12

△1 △1 △0 △0 △1 △1
2 11 3 1 2 1 1 8 0 1 1 11 11

△0 △0 △0 △0 △0
2 4 2 1 2 5 1 1 0 8 1 3 12

(認定3)
△1 △1 △1 △0 △0 △2 △2

1 4 1 1 1 1 1 5 3 0 1 1 10 2 12

△1 △1 △0 △0 △1 △1
2 10 2 1 1 1 5 0 0 7 2 9

(認定4)
△0 △1 △0 △0 △1 △1

2 2 2 1 1 1 5 2 0 1 1 10 1 11

△0 △0 △0 △0 △0
1 9 1 1 1 3 0 0 4 1 5

(認定1)
△0 △0 △0 △0 △0

4 6 1 1 1 1 4 1 0 0 9 9

△0 △0 △0
2 4 2 1 3 6 1 9 9

(認定1)

3 4 1 1 2 5 1 6

2 3 2 1 1 4 6 6

2 6 3 1 1 5 1 1 2 2 10 10

8 10 3 1 1 1 1 11 18 1 1 1 1 1 2 30 30
(認定1)

3 5 3 3 1 3 10 1 2 2 16 16

1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 6 6

0 0 0 0
1 1 1 3 0 3 1 4

2 2 2 2 1 1 1 1 8 1 1 1 12 12

1 1 2 1 2 5 0 6 6
(認定10)

△1 △4 △3 △1 △3 △1 △0 △0 △0 △8 △3 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △0 △12 △0 △0 △0 △12
51 115 37 24 13 10 16 25 3 128 10 2 4 0 4 9 3 2 1 0 15 210 6 0 10 226

(認定16) (認定8) (認定24) 

△13 △52 △5 △5 △3 △2 △5 △1 △1 △22 △11 △1 △1 △2 △3 △3 △1 △1 △0 △0 △5 △55 △0 △5 △0 △58
142 384 78 63 46 18 51 40 14 310 21 4 11 13 24 29 20 16 1 0 66 567 69 7 10 653

京都府指定登録暫定登録文化財・文化財環境保全地区・選定保存後術・文化的景観件数一覧 （その１：指定・決定・選定 R５年４月１日）
種
別

有   形   文   化   財 無

形

文

化

財

有

形

民

俗

文

化

財

無形民俗文化財 記 念 物 合

計

4

文

化

財

環

境

保

全

地

区

選

定

保

存

技

術

(

選

定

)

文

化

的

景

観

(

選

定
)

古

文

書

小

計

考

古

資

料

歴

史

資

料

小

計

風

俗

慣

習

民

俗

芸

能

小

計
年
度

総

合

計

建造物 美  術  工  芸  品
件

数

史

跡

名

勝

天

然

記

念

物

念

物

及

び

名

史

跡

及

び

名

勝棟

(

基

)

数

絵

画

彫

刻

工

芸

品

21
指
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定

S57～
H13 計

14

15

16

17

18

書

跡

典

籍

合計

(注) （１）建造物の棟(基)数は、件数に含めない。
    （２）△印は、重要文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の指定が解除となった件数（棟数）で内数である。
    （３）▲印は、重要文化財、府指定文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の登録が解除となった件数（棟数）で内数である。
    （４）無形文化財及び選定保存技術欄の保持（保存）団体の認定数（ ）は、件数に含めない。

3

28

29

30

1

2

24

19

20

H14～
R4 計

25

26

27

22

23
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(認定0) (認定0) (認定0)
▲6 ▲11 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲1 ▲9 ▲0 ▲0 ▲0 ▲9
79 138 8 10 9 1 8 1 1 38 0 12 22 44 66 0 0 6 0 0 6 201 0 0 0 201

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 0 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
2 3 0 0 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 1 1 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 0 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 0 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 1 1 1 1 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 0 0 0 0

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 3 1 1 0 1 1 3 3

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 2 0 0 1 1

▲0
2 4 1 1 3 3

(認定0) (認定0) (認定0)
▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
11 17 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 4 0 1 1 0 0 2 19 0 0 0 19

(認定0) (認定0) (認定0)
▲6 ▲11 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲1 ▲9 ▲0 ▲0 ▲0 ▲9
90 155 8 11 9 1 8 1 2 40 0 12 24 46 70 0 1 7 0 0 8 220 0 0 0 220

京都府指定登録暫定登録文化財・文化財環境保全地区・選定保存後術・文化的景観件数一覧 （その２：登録、合計  R５年４月１日）
無

形

文

化

財

有

形

民

俗

文

化

財

無形民俗文化財 記 念 物 合

計

文

化

財

環

境

保

全

地

区

(

決

定

)

風

俗

慣

習

民

俗

芸

能

小

計

史

跡

念

物

及

び

名

史

跡

及

び

名

勝

小

計

選

定

保

存

技

術

(

選

定

)

文

化

的

景

観

(

選

定

)

天

然

記

念

物

20

年
度

工

芸

品

書

跡

典

籍

古

文

書

考

古

資

料

歴

史

資

料

種
別

建造物 美  術  工  芸  品
小

計

総

合

計

有   形   文   化   財

件

数

棟

(

基

)

数

絵

画

彫

刻

名

勝

21

登
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
録

S57～
H13 計

14

16

17

18

19

(注) （１）建造物の棟(基)数は、件数に含めない。
    （２）△印は、重要文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の指定が解除となった件数（棟数）で内数である。
    （３）▲印は、重要文化財、府指定文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の登録が解除となった件数（棟数）で内数である。

24

25

H26～
R2 計

合計

22

23

15

△6 △6 △5 △1 △4 △10 △16 △16
548 548 167 48 20 43 108 11 397 45 0 22 2 2 26 1016 1016

△2 △2 △1 △1 △1 △1 △4 △4
89 89 12 3 4 5 7 1 32 4 5 3 8 133 133

△1 △1 △1 △1 △4 △4 △4
43 43 9 10 1 5 5 30 1 1 2 75 75

△1 △1 △1 △3 △1 △1 △4 △4
45 45 25 16 2 43 1 1 89 89

△0 △0
14 14 11 16 3 2 1 33 1 1 48 48

△0 △0
4 4 12 10 6 2 30 1 1 35 35

△8 △8 △3 △6 △0 △0 △3 △6 △0 △18 △0 △0 △0 △0 △0 △2 △0 △0 △0 △0 △2 △28 △0 △0 △0 △28
743 743 236 103 1 24 62 126 13 565 0 49 0 0 0 31 6 0 0 2 39 1396 0 0 0 1396

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (認定16) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (認定0) #REF! (認定8) #REF! (認定8)
△13 △52 △5 △5 △3 △2 △5 △1 △1 △22 △11 △1 △1 △2 △3 △3 △1 △1 △0 △0 △5 △55 △0 △5 △0 △58
▲6 ▲11 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲1 ▲9 ▲0 ▲0 ▲0 ▲9
△8 △8 △3 △6 △0 △0 △3 △6 △0 △18 △0 △0 △0 △0 △0 △2 △0 △0 △0 △2 △28 △0 △0 △0 △28

975 1282 322 177 56 43 121 167 29 915 21 65 35 59 94 60 27 23 1 2 113 2183 69 7 10 2269

京都府指定登録暫定登録文化財・文化財環境保全地区・選定保存後術・文化的景観件数一覧 （その３：暫定登録  R５年４月１日）
総

合

計

建造物 美  術  工  芸  品
無

形

文

化

財

有

形

民

俗

文

化

財

無形民俗文化財 記 念 物 合

計

文

化

財

環

境

保

全

地

区

(

決

定

)

民

俗

芸

能

小

計
区
分

念

物

及

び

名

選

定

保

存

技

術

(

選

定

)

文

化

的

景

観

(

選

定

)

種
別

有   形   文   化   財

棟

(

基

)

数

絵

画

彫

刻

工

芸

品

名

勝

史

跡

及

び

名

勝

小

計

歴

史

資

料

小

計

風

俗

慣

習

件

数

史

跡

天

然

記

念

物
年
度

書

跡

典

籍

古

文

書

考

古

資

料

29

30

1

2

合計

3

(注) （１）建造物の棟(基)数は、件数に含めない。
    （２）△印は、重要文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の指定が解除となった件数（棟数）で内数である。
    （３）▲印は、重要文化財、府指定文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の登録が解除となった件数（棟数）で内数である。
    （４）無形文化財及び選定保存技術欄の保持（保存）団体の認定数（ ）は、件数に含めない。

合
計

暫
定
登
録

4
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※
文
化
財
の
名
称
に
は
一
部
略
称
を
使
用
し
た
。

令
和
四
年
度
京
都
府
暫
定
登
録
文
化
財
一
覧

〈
建
造
物
〉

【
福
知
山
市
】　

▽
大
歳
神
社
本
殿　

▽
天
神
神
社
本
殿　

▽
夜
久
野
郷
総
社
一
宮
神
社
本
殿　

▽

夜
久
野
郷
総
社
一
宮
神
社
末
社
蛭
子
神
社
本
殿　

〈
美
術
工
芸
品
〉［　
］
内
所
有
者

【
福
知
山
市
】　

▽
絹
本
著
色
仏
涅
槃
図
［
圓
満
院
］　

▽
絹
本
著
色
釈
迦
十
六
善
神
像
［
圓
満
院
］

【
舞		

鶴		

市
】　

▽
紙
本
墨
画
虎
図　

塩
川
文
麟
筆
［
東
山
寺
］　

▽
紙
本
墨
画
烏
図　

塩
川
文
麟

筆
［
東
山
寺
］　

▽
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
［
善
福
寺
］　

▽
木
造
聖
観
音
立
像
［
松
林
寺
］

【
宇		

治	

市
】　

▽
絹
本
著
色
阿
弥
陀
三
尊
像
［
浄
土
院
］　

▽
絹
本
著
色
源
頼
政
像
［
浄
土
院
］　

▽
絹
本
著
色
源
頼
政
像
［
最
勝
院
］

【
宮		

津	

市
】　

▽
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像　

康
清
作
［
如
意
寺
］　

▽
木
造
薬
師
如
来
坐
像
［
養

福
寺
］　

▽
天
長
寺
大
般
若
経　

附
経
櫃
六
合
［
天
長
寺
］

【
亀		

岡		

市
】　

▽
桂
林
寺
木
札　

附
文
政
元
年
写
木
札
一
点
［
桂
林
寺
］

【
八		

幡		

市
】　

▽
神
應
寺
文
書
・
典
籍
類
［
神
應
寺
］　

▽
石
田
神
社
文
書
［
石
田
神
社
］

【
京
丹
後
市
】　

▽
木
造
伝
薬
師
如
来
坐
像［
遍
照
寺
］　

▽
旧
石
器　

上
野
遺
跡
出
土［
京
丹
後
市
］

【
南		

丹		

市
】　

▽
木
造
薬
師
如
来
坐
像
［
西
光
寺
］

【
木
津
川
市
】　

▽
絹
本
著
色
五
智
如
来
像
［
大
智
寺
］　

▽
絹
本
著
色
如
意
輪
観
音
像
［
西
明
寺
］　

▽
絹
本
著
色
不
動
明
王
四
十
八
童
子
像
［
西
明
寺
］　

▽
木
造
薬
師
如
来
坐
像
［
鶯
瀧
寺
］　

▽
岡

田
国
神
社
大
般
若
経　

附
経
櫃
六
合
［
岡
田
国
神
社
］　

▽
岡
田
国
神
社
文
書　

附
文
書
箱
一
合

［
個
人
］

【
井		

手		

町
】　

▽
木
造
聖
観
音
立
像
［
西
福
寺
］　

▽
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
［
乗
蓮
寺
］　

【
和		

束	

町
】　

▽
木
造
韋
駄
天
立
像　

像
内
に
嘉
暦
元
年
八
月
十
二
日
の
銘
が
あ
る
［
大
智
寺
］　

▽
男
子
埴
輪　

大
杉
古
墳
出
土
［
個
人
］

【
京
丹
波
町
】　

▽
絹
本
著
色
当
麻
曼
荼
羅
図
［
宇
津
木
寺
］　

▽
絹
本
著
色
釈
迦
十
六
善
神
像
［
地

蔵
院
］　　

		〈
史
跡
〉

【
亀		

岡		

市
】　

▽
法
常
寺
境
内
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